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11 月は不法投棄防止強化月間
　

県
で
は
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投

棄
な
ど
の
根
絶
を
図
る
た
め
、
毎
年

11
月
を「
不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
不
法
投
棄
防
止
の
啓

発
活
動
や
不
法
投
棄
防
止
パ
ト
ロ
ー

ル
な
ど
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
不
法

投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す
。
こ
の
機

会
に
一
人
ひ
と
り
が
「
不
法
投
棄
を

し
な
い
。
さ
せ
な
い
。
見
つ
け
た
ら

す
ぐ
電
話
を
」と
い
う
意
識
を
持
ち
、

不
法
投
棄
の
な
い
住
み
よ
い
地
域
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　

産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
発
見

し
た
ら
、
お
近
く
の
地
域
振
興
局
ま

た
は
県
庁
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対

策
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課
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北
薩
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部
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長
崎
鼻
灯
台
を
一
般
公
開
し
ま
す

　

串
木
野
海
上
保
安
部
で
は
、
灯
台
の
施
設
お
よ
び

機
器
を
一
般
公
開
し
、
広
く
当
庁
業
務
を
紹
介
す
る

と
と
も
に
、
海
上
安
全
思
想
の
普
及
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
長
崎
鼻
灯
台
を
一
般
公
開
し
ま
す
。

○
日
時

　

11
月
２
日
（
土
）

　

午
後
３
時
～
７
時

　
（
日
没　

午
後
５
時
29
分
）

○
実
施
内
容

　

・
灯
台
施
設
、
機
器
の
案
内
お
よ
び
説
明

　

・
写
真
パ
ネ
ル
の
展
示

　
　
（
現
存
す
る
明
治
期
の
灯
台
や
デ
ザ
イ
ン
灯
台
な
ど
）

　

・
各
種
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

　

・
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
う
み
ま
る
」

　

・
制
服
の
試
着

　

・
グ
ッ
ズ
販
売　

　

※
灯
廊
内
部
は
、
一
度
に
10
名
ま
で
の
見
学
と
な

　

り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

串
木
野
海
上
保
安
部
管
理
課

　

☎
０
９
９
６
（
32
）
２
２
０
５　
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